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◆医療費控除を伴う確定申告は、まず領収書の整理、計算などを事前に済ませてから来場してください。　整理、計

算するときは、①医療を受けた人別に、②病院・薬局別に分類してください。整理されていない場合は受付ができ

ないことがあります。

◆事業（営業・農業などの）所得がある人は、年間の収入や必要経費などを整理し、収支内訳書に記入しておいてくだ

さい。整理されていない場合は、申告の受付ができないことがあります。

◆畜産農家の人は、平成27年中の飼育牛（子牛も含む）の生年月、異動状況を整理しておいてください

　

税の申告準備は進んでいますか？

確定申告
　所得税及び復興特別所得税と市・県民税の申告が始まります。申告が必要な人は必ず申告をしてください。

　毎年、申告受付会場は大変混雑しています。営業・農業等の収支内訳書や医療費控除の領収書等は、あらかじめ分類
し集計してからお越しください。 皆さまのご協力をお願いします。

　給与所得者の所得税等は、通常、年末調整で精算
されますが、次のような人は申告が必要です。

❶事業・農業・不動産所得がある

※売上げ等の収入と必要経費をまとめた収支内訳

書の添付が必要です。必ず事前に分類し、集計

してから申告会場にお越しください

❷保険の満期や不動産等の売却収入等がある

❸給与の年収が 2,000 万円を超える

❹給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が

20 万円を超える（20 万円以下でも、市・県民

税の申告は必要です）

❺２か所以上から給与をもらっている

❻年末調整後に扶養等控除額に変更があった

　公的年金等を受給している人のうち、収入金額

が 400 万円以下で、かつ、公的年金に係る雑所

得以外の所得が 20 万円以下の人は確定申告書の

提出は不要です。ただし、所得税および復興特別

所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要です。

　１月１日現在、市内に住所のある人が対象で、所得が

ない人でも申告が必要です。ただし、次の条件に当ては

まる人は申告の必要はありません。

❶所得税の確定申告を済ませている

❷ 27 年中の所得が、１か所からの給与または公的年金

（遺族年金・障害者年金以外）のみ

※障害者控除、医療費控除、雑損控除等を受けようと

する場合は申告が必要です

❸市内在住である親族の税法上の扶養になっている人

●申告書、印鑑（認印）　

●集計した収支内訳書（事業・農業・不動産所得がある人）

●源泉徴収票（給与・年金をもらっている人）

●事前に集計した医療費の明細書、支払った医療費の領

収書原本（医療費控除を受ける人）

●支払保険料の証明書（生命保険・地震保険料控除を受

ける人）

●登記簿謄本、住民票の写し、売買・請負契約書のコピー、

住宅ローンの年末残高等証明書等（住宅借入金等特別

控除を受ける人）

●障害者手帳等（障害者控除を受ける人）

●被害を受けた住宅や自動車の取得年月、住宅の床面積

などがわかるもの、災害関連支出の領収書、保険金等

を受けた場合の金額がわかる書類、り災証明書のコピー

（雑損控除を受ける人）

●国民年金や国民年金基金の保険料支払証明書（国民年

金、国民年金基金の保険料を支払った人）

※紛失した人や届いていない人は再発行を受けてください

問日本年金機構専用ダイヤル ☎ 0570-058-555　
●寄附金領収書（寄附金控除を受ける人）

●申告者名義の口座番号がわかるもの（還付される場合）

　国税庁ホームページの　国税庁ホームページの

http://www.nta.go.jp

　確定申告書等作成コーナーで、　確定申告書等作成コーナーで、
　簡単に申告書が作成できます。　簡単に申告書が作成できます。

国税庁 検索

①税務署に出向く必要なし！
　作成した申告書等を印刷し、郵送等により税務署に提出　

　することができます。 また、直接送信することもできます。

②いつでも利用可能！
　申告期間中は、24時間いつでも利用でき、相談会場で

　待つ必要がありません。

③自動計算機能！　
　自動計算機能で、計算誤りのない申告書等を作成する

　ことができます。

④消費税や贈与税の申告書等も作成可能！
　青色決算書や収支内訳書、消費税や贈与税の申告書も

　作成できます。

6 市役所相談会場で確定申告の
　 受付・相談ができないもの
　

　確定申告書が完成していて提出のみの人は、申告相談

会場で受付をせず職員に直接手渡ししてください。

　ただし、内容の確認等を必要とされる場合は受付をし

て順番が来るまでお待ちください。

　また、郵送でも受付します。送付先は洲本税務署
（〒 656-8656 洲本市山手 1-1-15）まで。

南あわじ市役所での申告相談受付日
問所得税について⇒ 洲本税務署☎ 24-1212
問市・県民税について⇒ 税務課☎ 43-5213

1 所得税等の確定申告が必要な人

2 申告で所得税等が還付される人
　確定申告の必要のないサラリーマンや年金所得

者でも、下記の場合には確定申告をすれば、所得

税等の還付を受けられる場合があります。

※あらかじめ給与や公的年金等から所得税が源泉

　徴収されていない人には、還付金はありません

❶災害や盗難にあった

❷多額の医療費を支払った

❸国や地方公共団体等に寄附をした

❹住宅ローンの融資を受けてマイホームを取得し 

　た、または増改築をした

❺年末調整し忘れた控除額がある、年の途中に退

　職して年末調整していない控除額があるなど

3 市 ･ 県民税の申告が必要な人

4 確定申告に必要なもの

２月16日（火）～３月15日（火）

❶青色（確定）申告　
❷土地建物などを売却した場合の譲渡所得　
❸株式の譲渡所得　
❹株式の配当（申告分離課税を選択した場合）　
❺先物取引　❻消費税　❼贈与税　❽相続税等
※以上は、市役所の相談会場では受付できません。

　
洲本税務署の確定申告会場（淡路文化史料館）までお　

　
願いします。

7 ご自身で申告書を作成できます

◆市職員による相談と申告の受付
相談会場相談会場　市役所第２別館 ３階 多目的ホール
　　　　　（南あわじ警察署のとなり）（南あわじ警察署のとなり）

沼島地区相談　２月 18 日（木）午前 10 時～正午、午後１時～３時　会場：沼島出張所

相談期間相談期間  ２月 16 日（火）～ ３月 15 日（火） 　
受付時間受付時間    午前９時～正午、午後１時～４時　
※土・日曜を除く。ただし、２月 21 日（日）、２月 28 日（日）、　　

　３月６日（日）は、受け付けます。
　なお、日曜日の申告相談は、洲本税務署が閉庁のため、ご質問にお答えできない場合があります。　　　　　

※お車でお越しの人は、第２別館奥の駐車場をご利用ください。

◆税務署員・税理士による相談と申告の受付（地区相談会場）

相相  談談  日日    ２月 18 日（木）、２月 19 日（金）             
 　　　　　　　　　　　　受付時間　受付時間　午前９時 30 分～ 11 時 30 分、午後１時～３時 30 分  

相談会場　相談会場　市役所第２別館 ２階 第５会議室（南あわじ警察署のとなり）

※地区相談では「相続税、贈与税、土地・建物・株式等の譲渡所得等」の相談は行っておりません。

▲確定申告会場
　（第２別館）

本 館
第２別館

問税務課☎43-5213

お知らせ　確定申告相談

5 確定申告書が完成している人

確定申告会場

　洲本税務署の確定申告会場は、淡路文化史料館です。

開設期間開設期間 ２月 16 日（火）～３月 15 日（火）※ 土日は開設していません

時　間時　間　　午前９時～午後５時　※会場には午後４時ごろまでにお越しください

会　場会　場　淡路文化史料館（洲本市山手１丁目１－ 27）

●相談の際は、前年分の申告書の控え等をご持参ください。
●復興特別所得税の記載もれにご注意ください。
　所得税及び復興特別所得税の確定申告書の作成に当たっては、「復興特別所

得税額」欄の記載漏れがないようご注意ください。
問洲本税務署☎２４‐１２１２

洲本税務署の確定申告会場

◆市役所での申告相談を利用される場合のお願い

p 駐車場


